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しらこばとキャンプ場を利用される方へ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越谷市役所こども政策課 

【野外活動物品の貸出しについて】 

鉄板や調理道具一式が入っている「かごセット」、テント等の野外活動物品

については、こども政策課で登録済みの団体及び市内在住・在勤・在学の

家族やグループへ貸し出します。 

 

【その他注意事項】 

① しらこばとキャンプ場の利用に伴い発生した事故等については、一切

の責任を利用者が負うものとします。 

② テントは、テントサイト（指定の場所）に設営してください。 

③ 火気は設置されているかまど以外では、使用できません。 

※ かまどにおいて、直火はご利用いただけません。 

※ キャンプファイヤーを行う場合は、予め越谷市消防署谷中分署に必要

な届出をお願いします。 

④ 花火、カラオケ等は禁止です。騒音もしくは大声を発する等して、他の

利用者に迷惑を及ぼす行為は絶対にしないでください。 

⑤ 飲酒や喫煙は禁止です。 

⑥ 水場やかまどは、清潔に使用し、残飯・薪・炭・消炭・灰等その他全て

のゴミは利用者がお持ち帰りください。 

⑦ 利用後の貸出物品は水場で洗ってから係員へ返却してください。確認

を行います。 

⑧ 施設及び備品を破損、紛失させないようご注意ください。 

⑨ 天候やその他施設の管理・運営上、管理者が利用を中止させていただく

場合がございます。 

   

  

 

すべての方が気持ちよく利用できるよう、ルールやマナーを

守っての利用にご協力をお願いいたします。 


